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４  欠 席 委 員   ０人 

５  職務のために出席した者 

【議会事務局】 

事務局長             島  静一

理事（事務局次長）        浦野 弘司

参事（議事調査課長）       福原  武

議事調査課長代理        石黒 隆司

議事調査課副主幹（議事係長）   中山  崇

議事調査課主査         酒井  優



６ 協議結果について

 １ 議員間討議の制度化について

   （提案の趣旨：議案の審査の際に、議員間討論を加えることによって、

議論をより深める。）

意見の一致は見られなかった。（市議会の現状として、相反する意

見を集約することが難しく、仮に制度化しても効果はあまりないとい

う意見や、議員間討議の制度化以前に、まずは議論すべき事柄につい

て議員間、会派間で意見交換するべきであるという意見があった。一

方で、議員間討議の制度化により、議員がどのように考えて賛否の判

断を行ったのかがよりわかりやすくなるという意見もあった。）

２ その他

議会改革検討調査会規程の一部改正（委員の選任、代理出席について）

の議論をしている際に、下記のような意見・要望があった。

・議会改革検討調査会には全会派から議員を選んでほしい。

・現在の定数を維持するのであれば、市議会の会派構成も考慮した委

員構成にしてほしい。

・現在の定数では議論が発散することが多く、定数の削減を検討して

ほしい。
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７  会議の概要  

座長     少し早いですけれども、皆さんおそろいです

ので、ただいまから議会改革検討調査会を開

会いたします。  

〔傍聴の申込み（５名）について許可〕  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕  

座長     まず、調査会記録の署名委員に松尾委員、尾

上委員を指名いたします。  

      本日の協議事項は議員間討議の制度化につい

てであります。  

なお、提案会派からの資料については、委員

の皆様には事務局から事前に配付させていた

だいております。  

それでは、日本共産党から提案理由の説明を

お願いします。  

赤星委員   提案した理由は御説明するのですが、この提

案をしたのが何しろもう大分前になりますの

で、この項目が今になって協議事項となった

経緯を座長から御説明願えますか。  

座長     御存じのとおり、最初に各会派から本調査会
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で議論すべき内容を提出していただいており

まして、概ねこれ以外のことについては何ら

かの協議はしてきたわけですけれども、これ

が残っているものです。  

赤星委員はどうしてこれが今になってという

思いなのかもしれませんが、この２年間ずっ

と勉強してきた中で、この議員間討議という

ものはどちらかというと議会基本条例の中身

の１つというか、その中で扱われることが多

いので、単独で議論することについてしっく

りこないところがあるのかもしれませんけれ

ども、単純にこの議員間討議について議論さ

れずに残っているということであります。以

上でよろしいですか。  

赤星委員   はい。議会改革検討調査会ということですの

で、改選後にさあこれからみんなで改革する

ぞという時点において、議会報告会や議会モ

ニターなどとセットで提案させていただいた

うちの１項目ということを、まず御理解いた

だきたいと思います。  

その上で、これまで議会における議案審査な

どについては、提案された市当局側から提案

理由説明などがあって、それに対して議員側

からそれぞれ質疑をして、賛成か反対かの討

論を行って、表決・採決という流れになって
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おります。  

これだけでいいのかなということで、議員間

討議については市当局からの説明を聞いた上

で、議員同士でもっと議論を深めて、その議

案についてどのように議決したかのプロセス

をオープンにすることで、住民の皆様への説

明責任をより果たす、そういう必要があるの

ではないかと思うことから提案させていただ

きました。  

議会が持つ権限の中で一番大きな権限は議決

権と言われております。例えば先日こういう

事例がありました。ある住民の方が会派に訪

ねて来られて、どうされたのかとお聞きする

と、市の広報と一緒に配られた議会だよりに

記載されている、ある議案の内容が分からな

いと。これがどうして可決されたのか分から

ないから調べに来たとおっしゃいました。  

そういったことについて住民の皆さんにもっ

と分かりやすくするためにも、議員間討議の

制度化が必要だと思っておりますので、皆さ

んの御意見をお聞かせいただければと思いま

す。  

座長     ただいま赤星委員から提案理由の説明があり

ました。市当局から出てくる提案に対して議

員同士で一度もむべきではないかというふう
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な趣旨、目的であるということです。それで

は、各委員の御意見をお伺いしたいと思いま

す。  

村石委員   結論から言いますと、議員間討議をしたほう

がいいと思います。それは議員がどのように

考えてどのように議会で表決したのかという

ことが市民に分かりやすくなることから、実

施したほうがいいという結論です。  

その中で、今日配られている資料のうち会津

若松市議会の「議決責任と議員間討議」とい

う資料の２ページを見ていただければイメー

ジが分かると思います。会津若松市議会の場

合は、赤星委員が言われたこととちょっと違

うのですけれども……  

（「何ページですか」と発言する者あり）  

村石委員   事前に配付された会津若松市議会の資料の２

ページ、上段の囲みの部分です。議員間討議

導入後の部分について、議案の内示を受けて、

議員個人が議案内容の事前調査・検討や課

題・論点の洗い出しをして、議員間討議をす

るかしないかという一連の流れがいいと思い

ます。  

したがって、議案全てについて議員間討議を
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するのではなくて、内示を受けた議案につい

てそれぞれが調査・研究し、この点について

はみんなで討論したほうがいいのではという

ことで合意を図って、委員会の中で自由討議

をするということになると思います。  

ただ、現在は議案の内示が本会議開会日の１

週間前であることから、一般質問を考えるな

どいろいろしなければいけません。内示を受

けた議案の調査・研究をして、議員間討議を

したほうがいいのではないかなどを決めるに

は期間的な課題もあるのかなという気はしま

すが、こういう制度を設けることが必要だと

思います。それが議会基本条例なのか、規則

なのか、申合せ事項なのかは各議会でいろい

ろ違いはあるようですので、何々で決めなけ

ればいけないということまでは言いませんけ

れども、議員間討議については制度化した方

がいいということです。  

座長     村石委員は制度化に賛成であることと、この

膨大な量の議案をどうするのかについては、

一部をピックアップして行うということと、

委員会の中において議員間討議を実施すると。

手法についての提案まで踏み込んだお話があ

りました。  

それに対してほかの御意見はありませんか。  
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押田委員   おっしゃったことは十分に分かるのですが、

実際にそれを導入した際に、どのようなこと

が予想されるかということを考えますと、今

の富山市議会でそれだけ議論を積み上げるこ

とができるのか。議員間において相反する意

見があったときにお互いで譲り合ったり話し

合ったりするということが現状でできるのか。

いたずらに審議を延ばす形にもなりかねない

のではないかという疑念が私の中にはありま

す。  

例えば、政務活動費の使い方一つにしても、

たった一文の解釈が全く、１８０度以上違う

ような―１８０度以上というのはおかしいか

もしれませんが、そのくらい解釈が違うとい

う中で、様々な議案について討議すると、言

ってみれば相反することばっかりで、むしろ

たたき合いというか誹謗中傷をし合うことに

なることも予想されるのではないかと思いま

す。  

座長     現状を見ると、会派間においても、同じもの

を見ていても全く違った視点が色濃い、大変

強いという中で、誹謗中傷の場になると。  

これは以前、議会基本条例の研修会の中で廣

瀬先生も言っておられましたが、議員間討議

をやっているところで誹謗中傷の応酬になっ
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てやめていくところが大変多いというふうな

ことも御自身の調査結果として報告されてい

ました。そういうことを懸念するので慎重に

考えるべきではないかということであります。  

久保委員   この議会改革検討調査会の前提にもなるので

すけれども、先ほど赤星委員が議決権は議会

にとって大変重要だということを言っておら

れて、私も同じだと思っています。この考え

の根幹というのは、個々の議員の指摘や提案

に対して市当局は真摯に受け止めて対応する

ことであったり、附帯決議や決議の多くは法

的拘束力を持たないのですけれども、議会と

しての意思決定である決議について市当局に

従わせようと。こういうことをどんどん強化

していこうではないかということで協議があ

るのだと思っています。  

その前提で、議員が決議を全く無視している

ような状況というのは、その根幹を揺るがす

ような問題です。これは大変問題であるとい

うことから、当然こういうことに関しては、

議決を大切に守っていこうということは前提

になると思います。  

自民党会派の議員は今１８人おりまして、本

当に多様な意見があります。その多様な意見

の中で、当然会派の中でも調整しますし、も
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のによっては会派を超えて調整することもあ

ります。ですので、この議員間討議というル

ールは新しい機能であるとは実は私たちは思

っていなくて、今までもやってきていること

ではないかというふうに考えています。  

ただ、議員間討議に関しては信頼関係が絶対

的な前提条件です。この信頼関係を構築して

いくためには、まずお互いの立場を理解して、

お互いの立場を尊重するということが重要で、

相手の意見を受け入れながら合意形成を図っ

ていくという作業になるのだと思っています。

当然、私の場合でも会派内で私の主張が１０

０％認められるということは少ないですし、

時には意に沿わないことに従うことにもなり

ますが、その不都合は議会に限らず組織に属

する以上は当然のことだというふうに思って

います。  

問題は現状において、こういった信頼関係が

会派を超えて議会としてあるのかどうなのか

ということを考えたときに、自分の意見に沿

わないものは最後まで合意形成を図らずに議

論が平行線で終わってしまうということが続

いておりますので、この時点では仮に導入し

たとしてもほぼ効果はないのではないかなと

いうふうに思っています。  

さらに、もう１点言わせていただくと、自転
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車条例案に対する意見や質問を見させていた

だきましたけれども―厚生委員長、副委員長

も本日同席しておりますが―事務局も加えて

大変丁寧に議論をしながら意見を聞いたと。

それに対して、議員として報酬ももらって政

務活動費も支給されているにもかかわらず、

調査もほぼ一切せずに、数字や根拠だけを質

問として挙げてくるというようなものがあり

ます。  

例えば、この程度のレベルでは討議にならな

い、やはり自分がしっかりと問題点を洗い出

して根拠を調査して、自分なりの結論を見い

だして意見として表明するということがしっ

かりとできないうちは、討議というもののレ

ベルにまで達しないのではないかと。そうす

ると、せっかく制度を定めても形骸化して潰

してしまうと、後々の議員の皆さんにあしき

前例をつくってしまうことになりますので、

私は今の時点では時期尚早ではないかなと思

います。  

座長     討論が大切なのは理解していて、現在会派の

中でも施策の討論をしていると。ただ、久保

委員からはそこら辺りが限界だという点が１

点と、勉強不足で議論に参加していると―こ

れは廣瀬先生も言っておられました。その場
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のちょっと刹那的な表現が出てくるなどして、

議論が滞ってしまうことがあることから、反

対であるというふうな意見であります。  

泉委員    今、自転車条例案の話が出ましたが、仮に自

転車条例をそのまま議員間でつくって提案し

ても、やはり市当局の理解が得られなければ

何もなりません。  

これはひしひしと感じるのですが、村石委員

は期間的な課題があると一言でさらりとおっ

しゃいましたが、現状では１週間しかないわ

けですよね。つまりは、我々がもし３月定例

会を遅らせる、４月に持っていくのかという

ことになってしまうと思うのですよ。  

そうなってくると前倒しして、要は議会とし

て来年度の予算案を１月中にまとめてほしい

と強引に求めていいのかという話になってし

まうので、もう少しそういったところについ

ても考慮を……。これは単なる課題ではなく

難題であると思いますので、まずは時間軸が

足りません。そういうところをクリアしてい

かないと、これをこのまま進めるとしたら市

当局がすごく困ると思います。  

そういう意味も含めて、予算審議をする前に

３月定例会に上程するには、いつ頃までに予

算案を取りまとめてという手法が市当局全体
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で変わってしまいます。そういったところも

きちんと考慮しないと、軽々に取り上げるべ

き問題ではないのではないかというのが私の

感想です。  

座長     泉委員は討論をする前に勉強が最低限必要だ

と―今の久保委員の流れをくんだところでの

スタートだと思います。そうであれば、現実

的に今のスケジュールではとても無理だとい

う思いですね。どちらかというと現実的に難

しいだとか、やっても意味がないのではない

かという意見が多く出ていますが、その他の

御意見はありませんか。  

私は日頃なら当てることが多いのですが、今

日は議員間討議をテーマとしておりますので、

手を挙げない方には当てませんので。  

赤星委員   皆さんの御意見を伺いまして、時間軸という

ことについては、例えば予算案などが発表さ

れるのは確かに定例会開会日の１週間前です

けれども、実質的な審議は常任委員会や予算

決算委員会・分科会でそれぞれやることにな

っておりますので、先ほど村石委員から御紹

介いただいた会津若松市議会のように、それ

までに議員個人としてまず議案の内示を受け

て、議案内容の事前調査などを検討して、課
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題・論点を洗い出した上で委員会において議

員間討議にかけると。  

それぞれの議会でいろいろなやり方をとって

おられるようで、委員会で通常の市当局側と

質疑応答をした後に、ここからは議員間討議

をしますと切り替えて、その中で市当局に退

席していただくのか、あるいは途中で質疑を

したい場合も出てくるのでそのままいていた

だくのか、実際にいろいろなやり方があるの

で、時間軸の問題については工夫ができると

思います。  

問題は最初から対立するとか、たたき合いに

なるとか、そういうことを怖がるのではなく

て、とにかくやってみましょうと。これまで

ですと会派ごとや議員ごとに、ほとんど委員

会出席前から会派で相談をして、この議案に

は賛成、反対とほぼ決めている状況が多いの

です。  

ただ、議員間討議を経て、自分は最初は反対

だったけれども、ほかの人の意見を聞いてみ

たらこれはここまでは譲れるとか、そういう

ふうに討議を経て市民にとってよりよい結果

を導き出すということが一番の目的だと思い

ます。今日は合意に至らなくても今後また前

向きに捉えて考えていただければと私は思い

ます。  
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上野委員   今ほど赤星委員が言われたとおり、導入され

ている議会の中でも、本会議で行うのか委員

会で行うのかというシステムだけでもそれぞ

れ随分と差があるのではないかと思っていま

す。  

会津若松市議会はあくまで一例ですが、こう

した論点の洗い出しなどを経ないと何でもか

んでも議論しなければならないのかというこ

とになりますので、制度を導入された際に、

どういったシステムを導入するのか、課題等

も洗い出して、結局は後にも話し合いをしな

いといけないとは思いますが、まずは赤星委

員が言われたとおりプロセスを開示していく

ということは私は重要ではないかと思います

ので、議員間討議については行うべきだと考

えています。  

座長     プロセスを開示すると。これは赤星委員が最

初に提案されたときの話ですが、その部分に

ついてですね。それ以外のことはさておき、

やるべきだという御意見ですね。  

泉委員    今、時間軸の話をしたのですが、私が一番疑

問に思うのが、取り上げるべき課題―誰が提

案してどのようなプロセスでそれを取り上げ

るのかというところです。共産党さんから提
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案されていますので、その辺についてどのよ

うに考えているのか具体例をちょっと伺いた

いのですが。  

赤星委員   具体例については今日特にこれというものは

ありませんが、そうおっしゃるのなら先ほど

ちょっと御紹介しました、市民の方がこれは

何かと、条例案の名前が議会だよりに書いて

あったけれども内容は何で、どうやって決ま

ったのかと来られた事例を御紹介します。  

それは市長など特別職の給与、ボーナスの引

上げの条例でした。条例名だけが書いてあっ

て中身が分からない、どうして可決されたの

か分からないと来られましたので、私の会派

はこういう理由で反対討論をしたのですよと

討論原稿をお渡ししました。  

例えばそういう問題について議員側からこれ

を市当局に質疑をした上で皆さんと意見交換

してみましょうと提案があったら、それを議

長、委員会であれば委員長に提案して、ほか

の委員からほかの議案の提案があるかもしれ

ませんが、議員間討議に諮ろうと委員会で諮

って決めればいいのだと思います。  

座長     赤星委員は実際に討論を出しておられました

よね。そのことについて、その前に議員間討
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議をしていればよかったのではないかと、例

えるならばそういった事例ということです。  

泉委員    そこが問題なのです。現在、議員は３７人い

ますから、一人一人提案すると、誰の提案を

取り入れるのかという議論がいる訳です。だ

から時間軸があるのかと。つまり私は中山間

地の問題を提案して、赤星委員は今言われた

市長の給与等について提案するとします。そ

うなると、どういったプロセスでその議員間

討議に至るのかというところが私には見えて

こないのです。議会ですから、結局は過半数

で決めるということになると思います。  

ですから、そういったシステムを考えないで、

ただ導入してほしいでは、結局は何の目的が

あるのか分からなくなります。今ほどおっし

ゃった、市民の方が来て分からないから調べ

てほしいと言われた場合には、赤星委員は実

際に質問をされているわけですから、私はこ

ういう質問をしたのだけれども、結局は過半

数によって可決されましたという説明をして

あげればいいだけの話だと思います。提案の

具体例が私は理解できないところがあるので

すが、いかがでしょうか。  

村石委員   今ほど泉委員から具体例ということがありま
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したけれども、私の思った具体例を申します。

厚生委員会の環境部所管分だったと思うので

すが、森市長が外国に行くための旅費の予算

が計上されました。それについて委員から、

なぜこの時期にこれだけの予算を使って外国

へ行く必要があるのかというようなことで、

すごく細かく、一生懸命に市当局へ説明を求

めたということがありました。  

市民の方から市長が外国へよく出張しておら

れますねということを聞くのですが、例えば

議員間討議があれば、やはり今後外国へ出張

する場合には、なぜそこへ行かなければなら

ないのかということをもっと詳しく検証して

議案を提案してほしいという附帯決議をつけ

られたかもしれません。これは仮定の話です

が。  

そういう意味では、みんなで話し合って議案

を検証する、討議する、そういうことがたま

にあると思うので、制度としてあったほうが

いいと思っています。  

押田委員   今の旅費の話は一例だとは思いますが、それ

はその委員会で市当局も明確な理由をきちん

と説明していて、それ以外に疑うような形で

議員が話をするのが果たして正しいのか。議

案を通すか通さないかということが私たちの
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仕事であって、うわさスズメのように「大丈

夫なの」という話はするべきではないかなと

思います。  

同時に、先ほどの赤星委員のボーナスの引上

げの話も一例だと思いますが、この問題は議

員間討議というよりも、市民への情報開示と

いう内容が非常に強いのかなと。村石委員も

そうなのですが。議員間討議は１つのものに

対して、話し合うことによって何かを進めて

いこうというものであって、市民に分かるプ

ロセスだとかというよりも、それは情報開示

として、また別の問題だと思うのですが、ど

うでしょうか。  

座長     情報開示とはちょっと違う部分もあるのだと

思います。ただ、赤星委員と村石委員は今の

給与や外国に行ったりということに対して、

押田委員はうわさスズメという言葉を使った

のですが、一般的にそういった感覚で、うっ

かりしてしまうと誤解を受けやすい部分につ

いての討議をしようという御提案なわけであ

ります。  

久保委員   事前にルール化しなくても、要は会派を超え

て信頼関係をつくりながら自分たちの主張に

ついて賛同してほしいとか、こういうところ
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が問題だから委員会で取り上げるときに協力

して調査してくれないかとか、例えばそうい

うことは自発的にできることなのです。  

この議会改革検討調査会をやっていて私が常

に思うのは、そういった自助の努力を一切合

切無視して、そういったことをせずに、ただ

ルールをつくればいいじゃないかという議論

に終始するのは―両方の努力をしていくべき

であって、ルールさえあればできるというふ

うに思われているのは、まだまだ議員の資質

として議会が足りていない部分なのだろうな

と思います。  

その上で、先ほど村石委員が言われた、細か

く市当局に対して聞くということは市当局に

対して緊張感を持たせます。簡単に議案を出

したり予算をつけたりすると、議会や委員会

の場で追及をされると。だからしっかりとし

た説明ができる予算にしていこうではないか、

説明ができないものはやはり予算化するべき

ではないのではないか、そういった緊張感が

生まれます。これは議員間討議ではなく―討

議があったら市当局にどうかなるわけではな

いと思いますので、ここに関しては、議員が

力をもっとつけていくべきだと思います。  

その上で、例えば議員間討議をして附帯決議

をしましょうというような話があったときで
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すが、議会が市当局に対して附帯決議したと

ころで、今の富山市議会の附帯決議を市当局

がまともにきちんと聞けるかというと、申し

訳ないですが今の議会の状況を見たら、自分

たちの議決すら守らない者たちが市当局に附

帯決議をしたというふうに見られるようでは、

効果は全然薄いと思います。  

私たちは議決をしっかりと受け止めて、まず

議員が議決というものを率先して守っていく

という姿勢をつくった上でこういった附帯決

議につながるような―議員間討議はそれが終

わった後の次のステップだというふうに思い

ますので、今の時点では時期尚早だと、つく

ったところでなかなか効果がないと思います。  

座長     現状では、議会として合意形成を図ろうとあ

る程度多数で決めた内容についてもそのとお

りに行かないことがあると。そういった状態

では、討議そのものの存在価値が危ぶまれる

のではないかというふうな趣旨の御意見だと

思います。  

泉委員    もう１点だけ指摘したいのは、一般質問との

整合性と言ったらおかしいのですが、今、村

石委員がおっしゃったようなことを一般質問

で行えばいいだけの話であって、なぜ議員間
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討議をするのか。  

例えば、一例を出されましたので言いますが、

私はそういった話を村石委員の一般質問で聞

いたことがありませんし、そういったものの

整合性みたいなもの、要は個々でやるべきも

のは個々でやる、全体を照らし合わせてやる

べきものは全体として大事なことであろうと。  

これは会派だとか支援団体とかではなくて、

富山市議会全体のものとして議員協議会もあ

りますし、各委員会でも話をすることがある

と。だから、その中において、この議員間討

議というものの必要性をちょっと考えておか

ないといけないのではないかというのが私の

意見です。  

座長     村石委員はいかがですか。  

村石委員   泉委員が言われていることはちょっと違うと

思うのですが、国会でも議案が出たら議員間

で調整を図って討論をして、附帯決議という

ものをつけています。それはあくまで議決権

として、附帯決議は法的な拘束力はないので

すが、ただ、その条例や法律は通しますけれ

ども、こういうところをきちんと注意して運

用してくださいという附帯決議というものが

あるわけです。  
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ただ、今の富山市議会の議論の中では、委員

会の委員が相互に議論をして、これはやっぱ

り今後はこういうような議案については慎重

に対応してほしいなどということを附帯決議

とすることを委員会で決めましょうというシ

ステムがないので、議員間討議のシステムを

つくっていただきたいという意味なのです。  

座長     村石委員、今の質問に答えられていないと思

います。市当局に対して疑問を持ったときに

御自身が市当局に対してそれをただす行動を、

どうして前に出さないのかと。どうして横を

向いて議論するのかということを質問された

と思うのです。それに対する回答は。  

村石委員   私は常に委員会で発言をして市当局に問いた

だしています。それはあくまで議員と市当局

との質疑応答なのです。  

私が言いたいのは、議案を出す場合に今後は

こういうことに気をつけてほしいということ

を、委員会として附帯決議をする際に議員同

士が討議したほうがいいのではないかという

主張です。  

上野委員   少し遡る形になって申し訳ないのですけれど

も、議員間討議について会津若松市議会が一
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例であると言ったのですが、委員会、議会に

よっては事前に論点整理をして事前提出を求

めている議会も中にはあります。  

具体的な議会名は今ちょっと思い出せないの

ですが、事前に書面で提出して精査をして、

議員間討議をするという方法をとっておられ

る議会もあるので、手法についてはまだ議論

の余地があるのではないかなと考えます。  

座長     上野委員、今の発言を確認させてください。

今も論点整理されたものが提出されていると

思いますが、どういった事例で意味が分から

ないものが出されて、日頃困っているという

ことでしょうか。発言の趣旨を教えてくださ

い。  

上野委員   会津若松市議会の場合は恐らく事前に書類を

出すのではなくて、その場で論点を出して精

査をして、争点があれば議員間討議をすると

いう流れになっているのですけれども、会津

若松市議会以外では委員会が始まる前に事前

にこういった論点があるのではないかといっ

た課題を書面で提出して、その議会によると

思いますが、例えば議長なり委員長なりがそ

れを精査して、委員会で議員間討議をすると

いう議会もあるはずです。  
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座長     上野委員の意見は分かりました。ただ、今ま

での議論の中では、議員間討議が始まった後、

うまくいっていないからどうしようかという

話であって、制度上の話にはまだ至っていな

いと思います。その点を今こうしたらいいの

ではという、整理的な話をお話しになったと

思います。それは間違いないですね。  

（「はい」と発言する者あり）  

座長     そもそも、この議員間討議というものをどう

するかということに対しての意見をお聞きし

ているわけであります。  

そのほか意見はございませんか。  

松尾委員   皆様の意見もお聞かせいただいた上での発言

なのですが、市当局から出された議案に対し

て議員間でいろいろと議論をして、その議論

を基にそれぞれが個々、会派ごとにおいてし

っかりと市当局と対峙していくということは

非常に大事なことだというのは理解できます

し、しっかりとやっていかなければならない

と思いますし、現在もやっていることかなと

も思いました。  

そういった意味で、ちょっと物理的な問題も

いろいろと指摘されていたようですけれども、
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制度化という部分で少し難しいな、そこまで

必要なのかなと。現在の会派の在り方―うち

の会派においてもまだまだしっかりと議論を

した上で明確な意見というものをしっかり提

示しなければならないと感じましたし、他会

派の皆さんとも自ら出向いて意見交換をしっ

かりするべきだなということも思いました。

また、委員会というもので、もっともっと活

発な思いや自由に発言をするといった環境も

必要だなと思いました。  

話はちょっとずれるかもしれませんが、自分

が議員としてしっかりと議論をすることであ

れば、公明党会派としても提案していますが

政策検討会議というものがあります。今、自

民党会派から提案のあった自転車条例を制定

するためにみんなで議論をして、議会からし

っかりと政策を提案していくと。そういうこ

とであれば非常にすばらしいことだし、ぜひ

やっていくべきだなと思ってはいたのですが、

この議員間討議の制度化についてはすごく慎

重にならざるを得ないなと。すぐに制度化し

ましょうという問題ではないなと感じていま

す。ちょっと抽象的な意見かもしれませんが。  

座長     大変分かりやすかったです。現時点で議員間

討議を制度化するのではなくて、意義は分か
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るけれども、それ以前に各会派なり個人でも

っと勉強をすべきであろうという思いをお持

ちだということだと認識しました。  

赤星委員   厚生委員会において自転車条例案を一生懸命

検討してこられたわけですけれども、あの場

面でもう既に議員間討議がなされていた実例

があると思います。市当局や参考人の方から

御意見を伺った上で、例えば市民生活部は退

席していただいて、机をコの字型にして委員

の皆さんで意見交換をされていましたが、あ

れがまさに委員間討議だと思います。  

今回は条例の提案という目的でそれをやって

おられましたけれども、これを当局から提案

された議案の中でピックアップしたものにつ

いてもできるようにしてはどうかという、そ

ういう趣旨なのです。  

座長     趣旨は皆さん理解しておられると思います。

それでは、新しい意見も出てこないようです

ので、今ここまでで議論させていただいた内

容を、そのとおり議長に報告させていただき

たいというふうに思います。  

それでよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  
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座長     それでは、そのように決定いたします。  

      次に、富山市議会改革検討調査会規程の一部

改正についてであります。

このことについて、お手元に資料を配付して

ありますので御覧ください。

まず、委員の選任について、本調査会規程の

第３条では、「委員は、各会派から議長が選

任し」と定めていますが、実際は世話人会に

おいて定数及び会派間の割り振りを協議した

上で委員を内定しており、現在も全会派の議

員が本調査会の委員になっているわけではあ

りません。

また、代理出席について、本調査会規程の第

１１条では、「委員の代理出席は、これを認

める」と定めていますが、実際の運用として

は他の会議と同様に、原則は委員本人が出席

するものであり、病気等で当日やむを得ず欠

席する場合、代理出席は同一会派内からのみ

としています。

したがって、お手元に配付の新旧対照表のと

おり、第３条については条文から「各会派か

ら」という文言を削除すること、第１１条に

ついては条文に「同一会派からのみ、」とい

う文言を追加すること、以上の２点について

現在の本調査会の運用に即して本調査会規程
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を一部改正したいと思いますが、このことに

ついて何か御意見等はありませんか。  

      （「なし」と発言する者あり）  

座長     なしですね。  

久保委員   事務局に確認したいのですが、委員の数とい

うのは決まっているのですか。  

議事調査課長 委員の定数も改選後に各派代表者会議なり世  

話人会の中でその都度、決めていただいてい

るのが現状です。  

久保委員   「各会派から」という文言が抜けると、場合

によっては参加できない会派も来年度から出

てくることになるのだろうと思いますが、そ

ういう認識でよろしいですか。  

座長     それは現時点でも同じです。そういう認識に

なるというふうに理解してください。  

村石委員   座長はそういう認識だと言われましたけれど

も、議会改革というのは全ての議員が拘束さ

れるわけです。そういう意味では全会派から

委員を選ぶというのが原則的な考え方だと私
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は理解しています。  

座長     全会派から選ぶという意見はいいのですが、

議会改革検討調査会は何も拘束するものでは

ありません。村石委員は全会派だという意見

を出されました。そうするとこの改正案とい

うのは……。今の意見も含めてこの改正案で

問題ないか、事務局に確認します。  

議事調査課長 過去からの経緯を見ますと、発足時は全部の  

      会派から委員が出ていたことから「各会派」

としていましたが、その後いろいろと改正が

ありまして、いわゆる交渉会派―何人以上の

会派から委員を選ぶというような時期もかな

り長い間続いていたようです。したがって、

各会派というのは交渉会派で、委員を出せる

交渉会派に限って議長が選ぶというような解

釈を当時はしていたと考えられます。  

前回の改選後に定数を１４人にしたことによ

って全会派から委員を出せるようなになった

わけですけれども、現状このように一人会派

がたくさん増えてしまって、今は各会派、い

わゆる全会派から出ていない状況になってい

ます。ですので、各会派という言葉を取るこ

とによって、どういう状況になろうとも柔軟

に対応できるのではないかということで、各
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会派という言葉を取ったらどうかということ

で御提案させていただいたところでございま

す。  

座長     そちらの意味で柔軟ということで、全会派に

なる場合もあるし、ならない場合もあるとい

うことです。  

久保委員   座長のほうから議長に意見があったというこ

とを伝えていただきたいのですが、今一人会

派が大変増えています。定数を１４のままに

しますと、来年度もしも委員の入替えがあっ

た場合に全会派を入れるとすると、減らせる

のはもう自民党会派しかないわけです。現在、

新しい会派が３つできて本委員会に参加され

ていない会派もあります。  

そうなると民意で選ばれた会派の構成という

ものと、本調査会の構成員のバランスが大変

悪くなってしまうところも懸念されますので、

この点に関して私からの意見として、まず定

数を守るのであれば、会派構成については全

会派ではなくそれに見合った数にしていただ

きたいです。もしも全会派にするために定数

を増やすということであれば、議論が１４人

でも大変発散をしていくので、私は人数を絞

った上で、１０人なら１０人というスタンス
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のほうが議会改革を進めていく上ではスムー

ズな議論ができるのではないかと思っており

ます。そういった意見があったということを

議長に伝えていただければと思います。  

座長     今まで本調査会では何度か規程の改正をして

おりますが、本調査会内で改正している場合

とそうでない場合があります。  

この改定については、柔軟に捉えたというこ

とで、なおかつ今の久保委員のような意見も

あるということを踏まえて、改正そのものは

今の状況を踏まえるということで、改正して

もよろしいですか。  

泉委員    もう１点だけ。今の久保委員の話とほぼ同様

ですけれども、常々疑問を持っているのです

が、会派の定義がよくわかりません。政務活

動費を使うために一人会派を認めていますが、

委員会の審査となると何名までの会派なのか。

そういったものが定義されているのか。市議

会で会派の定義は何かあるのですか、事務局

に確認します。  

議事調査課長 地方自治法等では会派の定義は実はございま  

せん。ただ、会派はやはり同じ考えを持った

政策集団と言われておりますので、２人以上
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というのが解説本などには定義として出てお

ります。一人会派はあくまでも例外的なもの

だというような解釈をされております。  

さきにも話が出ましたが、会派の在り方、定

義については富山市議会の中でも議会運営委

員会の中で協議していくというふうになって

おりますので、今年度はそういった協議はさ

れませんでしたが、来年度、次の改選までに

はこのことについて議会運営委員会の中で協

議されるのではないかというふうに考えてお

ります。  

      （「了解しました」と発言する者あり）  

座長     今回２つの改正があるわけですが、まず、第

１１条の「同一内会派からのみ、」というこ

とは現状でもそうだったわけですが、これを

追加することで明確にするということが１点。  

次に、第３条の「各会派から」ということに

ついては、これも逆に、各会派からと決めて

あるとどちらかというと全会派から出てこな

ければならないということが規定されるかも

しれないということの判断にならないように、

柔軟にするものです。  

この改正について決めたいと思いますが、よ

ろしいですか。  
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松尾委員   今言っておられる第３条の「各会派から」と

いう文言を抜くというのは、現行に即してい

ないことと柔軟に対応するためという、ただ

それだけ―それだけと言ったら変ですが、そ

のためにその文言を抜くわけであって、それ

以上の様々なことは各派代表者会議などで決

めることです。今はそのために抜くというこ

とで、現状に即した規定にしようという意味

なのですよね。  

座長     そのとおりであります。私の説明が下手で申

し訳ありませんでした。  

現状だと固定化してしまうということですの

で、その部分を現状に即した形にするという

ことであります。  

このことについて、賛成される方は挙手して

いただけますか。  

〔賛成者挙手〕  

座長     賛成多数で決定させていただきます。  

      最後に、本日の「議員間討議の制度化につい

て」を協議したことにより、各会派から提案

されておりました全ての検討項目について、

一度、本調査会で協議を行ったことになるこ

とを御報告させていただきます。
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以上で、本日の協議事項は終了いたしました。

本日の協議結果につきましては、私から議長

に報告することといたしますので、御承知お

き願います。

これをもって、本日の議会改革検討調査会を

閉会いたします。  
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